
    

一般社団法人日本内視鏡外科学会 公認研究会及び後援講習会に関する規則 

 

第１条（目的） 

１ この規則は、一般社団法人内視鏡外科学会（以下、「この法人」という。）の教育委員会

が行う研究会の公認及び講習会の後援に関する通則を定めることを目的とする。 

 ２ この規則が附則の定めるところに従い効力を発生する日において、この法人が過去に公

認した研究会、及び、後援した講習会は別表記載の通りであり、なお本規則第３条以下の

定めに従うものとする。 

 ３ 次条以下において、各号の用語を以下の通り定義する。 

  (1) 公認研究会 

       この法人が公認した、または、公認する研究会をいう。 

   (2) 後援講習会 

      この法人が後援した、または、後援する講習会をいう。 

 

第２条（申請） 

 １  研究会の公認あるいは講習会の後援の申請は、正会員の代表者１名が、この法人所定の

申請書に開催予定のチラシや案内等の書類を添付し、この法人の理事長宛に提出するこ

とをもって行う。 

 ２ 前項のうち、講習会の後援の申請は、開催の都度行うものとする。 

 ３  第１項の申請に対し、教育委員会は、同委員会の委員長が指名する２名以上の委員が実

施する審査によって採否を決する。 

  ４  第１項の採否の結果は、文書によって、代表者宛に通知されるものとする。 

 

第３条（名称等使用） 

 公認研究会及び後援講習会は、該当するチラシや案内等にこの法人のロゴマークを使用する

ことができる。但し、使用の際には、この法人が公認あるいは後援している旨を明記しなけれ

ばならない。 

 

第４条（研究会の公認基準） 

  第２条第３項にかかる研究会の公認の採否は、以下の基準により審査されるものとする。 

  (1) 内視鏡外科手術に関する研究会であること。 

 (2) 医師の主導で運営されること   

 (3) 年に 1回以上定期的に研究会が開催されること。 

 (4) 地域から広く参加者を募集していること。 

(5)  専ら特定の企業等の利益を図る内容でないこと。 

   (6)  原則として大学や病院の医局が単独で主催しないこと。 

 

第５条（公認研究会における報告） 

 公認研究会の代表者は、この法人宛に、以下の事項を書面にて報告するものとする。 

(1) 実施した研究会の内容の要旨 

(2) 年次の活動状況 

(3) 代表者の変更 

(4) 解散 



    

 

第６条（研究会の公認の取消） 

１ 第４条各号の基準に違反した場合、あるいは、この法人の名誉を著しく損なう行為がな

された場合は、この法人は、公認研究会の公認を取り消すことができる。 

 ２ 前項により公認を取り消された研究会は、速やかに第３条におけるこの法人のロゴ及び

公認の表示を停止する措置を執らなければならない。 

 

第７条（講習会の後援基準） 

  第２条第３項にかかる講習会の後援の採否は、原則として 以下の基準により審査される

ものとする。 

(1) 内視鏡外科手術に関する講習会であること。 

(2) 医師の主導で開催されること 

(3) 複数の病院から参加者を募集すること。 

(4) 講習会の参加人数が５人以上であること。 

(5) 講師は複数の組織の所属者で構成されること。 

 

第８条（後援講習会における報告） 

１ 後援講習会の代表者は、同講習会の開催後、内容の要旨をこの法人宛に書面にて報告す

るものとする。 

２ 後援講習会の代表者は、同講習会の中止等、申請時からの変更事項があった場合は、す

みやかにこの法人宛に書面にて報告するものとする。 

 

第９条（講習会の後援の取消） 

１ 第７条各号の基準に違反した場合、あるいは、この法人の名誉を著しく損なう行為がな

された場合は、この法人は、後援講習会の後援を取り消すことができる。 

 ２ 前項により後援を取り消された講習会は、速やかに第３条におけるこの法人のロゴ及び

後援の表示を停止する措置を執らなければならない。 

 

第 10条 （ウェブ開催の基準） 

 公認研究会、後援講習会をウェブ開催する場合は下記の条件を満たすものとする。 

(1) 開催の方法が明確であること（ライブ形式/オンデマンド形式等） 

(2) 参加の確認が確実にできること 

(3) 参加証発行の基準と方法を定めること（本人参加の確認が取れる場合に限る） 

(4) Webシステム等で協力会社等の関与があれば会社名、責任者を申請すること 

 

第 11条（補則） 

 １  この規則の変更は、理事会の決議をもって行う。 

 ２  この規則に定めるものほか、必要な事項は理事長が別に定める。 

 

附則 

この規則は、平成 30年 10月 11日から施行する。 

この規則は、令和元年 12月 4日に改正された。 

この規則は、令和二年 12月 1日に改正された。 


